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厚生年金保険関係事案のあっせん状況について 

 

 

１ 厚生年金保険関係事案（脱退手当金を含む。）に係るあっせんの状況 

 

期間 

 

あっせん件数 

（件） 

訂正不要件数 

（件） 

合計 

（件） 

19. 6.22～ 20. 3.31 

 

426 935 1,361 

20. 4. 1～ 20. 9.30 

 

3,486 4,945 8,431 

20.10. 1～ 21. 3.31 

 

5,120 

 

    8,813 

 

13,933 

 

21. 4. 1～ 21. 9.30 

 

7,938 

 

    7,559 

 

15,497 

 

21.10. 1～ 22. 3.31 

 

11,448 

 

    9,039 

 

20,487 

 

22. 4. 1～ 22. 9.30 

 

10,597 

 

    8,941 

 

19,538 

 

平成22年9月末までの累計       39,015    40,232   79,247 

  （注）  

１ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生 

年金特例法」という。）の施行状況に関する報告（以下「国会報告」という。）か

ら作成。 

      国会報告は、厚生年金特例法第 15条に基づき、おおむね６ヶ月に１回年金記録 

の訂正のあっせんを行ったものについての同法の施行状況について報告するもの 

とされている。直近の国会報告は本年１月である。 

    

２ 最近の厚生年金保険関係事案（脱退手当金を含む。）の処理状況(平成 23 年 4

月 27日総務省「年金記録に係る苦情のあっせん等について」による)  

     (平成 23年 4月までの累計) 

・ あっせん  55,410 件 

・ 訂正不要    50,105 件 

・ 合計       105,515 件 
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２ 厚生年金保険関係事案(脱退手当金を含む。)に係る根拠法別のあっせん件数 

 

期間 厚生年金保険関

係事案に係るあ

っせん件数 

     （件） 

根拠法別のあつせん件数 

厚生年金保険法

に係るあっせん

件数   （件） 

厚生年金特例法に

係るあっせん件数 

（件） 

19.6.22  ～

20.3.31 

426 118      310 

20.4.1 ～

20.9.30 

3,486 305 3,193 

20.10.1 ～

21.3.31 

5,120 1,080 4,090 

21.4.1 ～

21.9.30 

7,938 1,550 6,526 

21.10.1 ～

22.3.31 

11,448 2,448 9,226 

22.4.1 ～

22.9.30 

10,597 1,912 8,933 

平成22年9月末

までの累計 

39,015 7,413 32,278 

 （注） 

１ 国会報告から作成。一つのあっせんが厚生年金保険法と厚生年金特例 

法の両方の法律に係るものについては、厚生年金保険関係事案に係るあ 

っせん件数においては１件と計上し、法律別の内訳においては、それぞ 

れに計上している。 

     

２ 厚生年金特例法は、平成 19年 12月 19日に公布施行された。 
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年金事務所段階における年金記録の訂正の現状と厚生年金特例法について 

 

１ 年金事務所段階における年金記録訂正の実施と現状 

（１）年金事務所段階における年金記録訂正の対象 

第三者委員会が設置されて以来、年金記録に関する確認の申立ては第三者委員会にお

いて調査審議されてきた。 

しかし、申立てのより迅速な処理を進める必要があることに鑑み、第三者委員会送付

前の年金事務所（旧社会保険事務所）段階において処理を進めるために、第三者委員会

においてこれまでに集積したあっせん事案を踏まえ、定型的に処理しやすい事例を類型

化して取りまとめ、厚生労働省（旧社会保険庁）では、このような定型的に処理しやす

い事例については、記録訂正の迅速化を図るために、第三者委員会に送付せず、年金事

務所（旧社会保険事務所）において訂正を行うこととした。 

  これまでに、国民年金・厚生年金（遡及訂正事案）・脱退手当金のそれぞれについて、

２度にわたって年金事務所段階での記録回復基準が設けられている。 

○国民年金（平成 20年４月 28日、平成 21年 12月 25日） 

○厚生年金（遡及訂正事案）（平成 20年 12月 25日、平成 21年 12月 10日） 

○脱退手当金（平成 21年 12月 25日、平成 22年４月 30日） 

              （※日付は、年金局（旧社会保険庁）の通知発出日） 

（年金事務所段階での年金記録の訂正の対象事案については、別紙参照）。 

（２）年金事務所段階における年金記録訂正件数 

 （平成 23 年 5 月 13 日現在：日本年金機構 HP「年金記録問題への取組状況について」

より） 

   平成 23年 3月末の累計     4,553件 

            内訳：国民年金分      1,451件 

厚生年金保険分   3,102件 

              

 

２ 厚生年金事案の年金事務所段階における記録訂正と厚年特例法 

厚生年金事案については、現在のところ、不適正な遡及訂正処理が行われた可能性が

ある事案についてのみ、年金事務所段階での記録回復基準が設けられ、年金事務所段階

での記録訂正が行われている。 

厚生年金特例法事案については、厚年特例法が、年金記録確認第三者委員会の意見を

受けて、申立事案の記録訂正を行うことと定めているため、現段階では、厚生年金特例

法対象事案に係る年金事務所段階での年金記録の訂正は行われていない。  
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（別紙） 

 

現在実施されている年金事務所段階での記録回復基準の内容 

 

（１）国民年金 

〔平成 20年４月 28日基準〕 

 ○ 申立内容に対応した確定申告書（控）、家計簿又は預貯金通帳若しくは金融機関の出

金記録がある場合 

○ 申立期間が 1 年以下であって（現年度納付に限る）、他に未納がなく、かつ、配偶

者等が納付済みであるなどの事情がある場合 
※ ただし、制度や記録等により、納付が困難な状況にあったと確認される申立て
の場合や、平成９年１月以降の納付についての申立ての場合は除く。 

 

〔平成 21年 12月 25日基準〕 

 ○ 申立期間が１年以下であって（現年度・過年度納付を問わず）、他に未納がなく、か

つ、申立期間の前後の期間が納付済みなどの事情がある場合 

○ 申立期間が２年以下であって（現年度・過年度納付を問わず）、他に未納がなく、

かつ、申立期間の前後の期間が納付済みであり、かつ、配偶者等が納付済みであるな

どの事情がある場合 
 ※ ただし、制度や記録等により、納付が困難な状況にあったと確認される申立て

の場合や、平成９年１月以降の納付についての申立ての場合等は除く。 

 

（２）厚生年金（遡及訂正事案） 

 〔平成 20年 12月 25日基準〕 

 ○ 申立内容に対応する給与実態や勤務実態が確認できるにもかかわらず、 

当該事業所が適用事業所に該当しなくなった日（全喪日）以降に、遡及し 

て申立人の標準報酬月額や資格喪失日等の記録が訂正されている場合 
※ ただし、申立人が法人の役員である場合、記録の訂正が事実に即したものであ
る可能性が確認できる場合、申立人が事業主から遡及して標準報酬月額を引き下
げる等の説明を受け、それに同意していた場合、申立期間の中に上記に該当しな
い期間が含まれている場合等は除く。 

○ 上記により年金記録の訂正を行った場合に、同一事業所に同一時期に勤務していた

者の申立ての場合 

 

〔平成 21年 12月 10日基準〕 

○ 不適正な遡及訂正処理が行われた可能性のある記録を抽出するために用いた下記

の３条件（注）のすべてに該当する約６万９千件の記録に係る従業員に関する記録で、

上記に該当する場合のほか、申立人等への調査及び社会保険事務所の書類の調査を行

った結果、事実に反する記録訂正が行われたと推認させる一定の事実等がある場合。 
（注）不適正な遡及訂正処理が行われた可能性のある記録を抽出するために用いた３

条件 
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①標準報酬月額の引き下げ処理と同日若しくは翌日に資格喪失処理が行われている。 
②５等級以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている。 
③６か月以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている。 

○ 上記により年金記録の訂正を行った場合に、同一事業所に同一時期に勤務していた

者の申立ての場合 

 

（３）脱退手当金 

〔平成 21年 12月 25日基準〕 

 ○ 婚姻等による改姓後６か月を超えて支給決定されているが、被保険者名簿等は旧姓

表示のままとなっており、かつ、支給決定当時又は支給決定後間もなく国民年金等に

加入し、保険料を納付している場合 

 ○ 申立人が所持する被保険者証に脱退手当金を支給したことを示す表示がない場合 

 ○ 異なる記号番号により管理されていた複数の被保険者期間を対象として脱退手当金

の支給決定がなされているにもかかわらず、これらの複数の記号番号の重複取消処理

が行われていない場合 

 ○ 脱退手当金の支給決定がなされた当時の制度では、一定年齢未満の男性には脱退手

当金の受給権がないにもかかわらず、当時、当該一定年齢未満であった申立人の被保

険者記録の性別が男性とされている場合 

   ※ 年金事務所において、脱退手当金が支給されたことをうかがわせる書類等が確

認できる場合や、申立人が、脱退手当金の算定基礎とされている期間の一部につ

いて脱退手当金を受給したことを認めている場合等は除く 

 

〔平成 22年４月 30日基準〕 

 ○ 脱退手当金の支給日より前に、脱退手当金の算定対象となっていない被保険者期間

があり、かつ、当該期間と、脱退手当金の算定対象となっている期間が、支給決定当

時、同じ記号番号で管理されていた場合 

 ○ 脱退手当金の支給日より前に、脱退手当金の算定対象となっていない被保険者期間

があり、当該期間と、脱退手当金の算定対象となっている期間が、支給決定当時、異

なる記号番号で管理されており、かつ、脱退手当金支給日以後１年以内に、国民年金

等に加入し、保険料を納付している場合であって、脱退手当金支給日が昭和 36 年 11

月１日以後である場合 

   ※ 年金事務所において、脱退手当金が支給されたことをうかがわせる書類等が確

認できる場合や、申立人が、脱退手当金の算定基礎とされている期間の一部につ

いて脱退手当金を受給したことを認めている場合等は除く 
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〔参考条文〕 

○厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（抄） 

 

（保険給付等に関する特例等） 

第一条  国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関であって

年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものの調査審議の結果として、厚生年

金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十七条に規定する事業主が、同法第八十

四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があ

るにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務

を履行したことが明らかでない場合（当該保険料（以下「未納保険料」という。）を徴

収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出又は同法第

三十一条第一項の規定による確認の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権

利が時効によって消滅している場合に限る。）に該当するとの当該機関の意見があった

場合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有

する者（以下「特例対象者」という。）に係る同法の規定による被保険者の資格の取得

及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定（以下この条

及び次条において「確認等」という。）を行うものとする。ただし、特例対象者が、当

該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認めら

れる場合には、この限りでない。  

２  厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法第二十八

条の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。  

３～７ （略） 

 

 

  附 則 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、第一条第一項に規定する国家行政組織法第八条に規定する機関であ

って年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものが廃止される日限り、その効

力を失う。ただし、同日までにあった第一条第一項の意見に係る事案については、この

法律の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。 

２ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、前項の規

定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 前二項に規定するもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 
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○総務省設置法（抄） 

 

（所掌事務）  

第四条  総務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

二十一  各行政機関の業務、第十九号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団

体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。 

 

○総務省組織令（抄） 

附則 

（年金記録確認中央第三者委員会） 

第二十二条  当分の間、本省に、年金記録確認中央第三者委員会（以下この条において「中

央委員会」という。）を置く。  

２  中央委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  総務大臣の求めに応じ、厚生年金保険法第二十八条又は国民年金法第十四条の規

定による業務に関する苦情の申出についての必要なあっせん（以下「年金記録に係る

苦情のあっせん」という。）に当たっての基本方針その他年金記録に係る苦情のあっ

せんに関する重要事項を調査審議すること。  

二  総務大臣の求めに応じ、年金記録に係る苦情のあっせんであって他の年金記録に

係る苦情のあっせんを行うに際しての先例となると認められるものに関する調査を

行い、当該調査の結果及び総務大臣が前号の中央委員会の調査審議の結果に従って策

定した基本方針（次条第三項において「基本方針」という。）に基づき、あっせん案

を作成すること。  

３  前項に定めるもののほか、中央委員会に関し必要な事項については、年金記録確認第

三者委員会令（平成十九年政令第百八十六号）の定めるところによる。  

 

（年金記録確認地方第三者委員会） 

第二十三条  当分の間、各管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び各行

政評価事務所に、それぞれ一の年金記録確認地方第三者委員会（以下この条において「地

方委員会」という。）を置く。  

２  前項の規定にかかわらず、北海道管区行政評価局に置かれる地方委員会の数は、四と

する。  

３  地方委員会は、総務大臣の求めに応じ、年金記録に係る苦情のあっせんに関する調査

を行い、当該調査の結果及び基本方針に基づき、あっせん案を作成する。  

４  前項に定めるもののほか、地方委員会に関し必要な事項については、年金記録確認第

三者委員会令の定めるところによる。 

 


